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 平成２８年度における伊勢崎市発注建設工事の 
前払金の特例に係る取扱いについて 

 
 今般、平成２８年５月２７日付で前払金の使途を拡大する特例措置として「地

方自治法施行規則の一部を改正する総務省令（平成２８年総務省令第６１号）」

が公布・施行されたことを受け、本市においても下記の通り追加措置として取

扱うこととしましたので通知します。 
 

記 
 
1. 追加措置の内容 

建設工事請負契約約款第３６条に規定されている前払金の充当可能経費に

加え、現場管理費（労働者災害補償保険料を含む。）及び一般管理費のうち当

該工事の施工に要する費用（保証料を含む。）に充当することができることと

します。ただし、その割合は当該前払金額の１００分の２５を上限とします。 
 

2. 適用対象となる契約 
平成２８年７月１５日以降に公告、指名通知、又は見積依頼を行う建設工事

で、平成２９年３月３１日までに払出しが行われるものが適用対象となります。 
 

3. 具体的な取扱い 
契約書に別添の特約事項を添付（袋とじ）し、契約を締結してください。 
 

4. 平成２８年４月１日以降に新たに契約した建設工事の取扱い 
平成２８年４月１日以降に新たに契約した建設工事で、特例措置の適用を希

望する場合は、契約検査課までお問合せください。変更契約の手続きを行いま

す。 
 

※前払金の額が請負代金額の１０分の４以内であることに変更はありません。 
※前払金の使途や払出手続等については、保証事業会社にお問合せください。 
 

問い合わせ先 伊勢崎市財政部契約検査課契約係 
                ０２７０－２４－５１１１（内２４０９） 
 



 
特約事項 

 
 平成２８年７月１５日以降に公告、指名通知、又は見積依頼を行う建設工事

に係る前払金で、平成２９年３月３１日までに払出しが行われるものについて

は、前払金の１００分の２５を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現

場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに

充当することができる。 
 
 


